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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調

査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS F 2615:1982 は改正され，この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 799:2004, Ships and marine 

technology－Pilot ladders を基礎として用いた。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許

権，出願公開後の特許出願，実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について，責任は

もたない。 

JIS F 2615 には，次に示す附属書がある。 

附属書 A（参考）推奨される製品試験及び検査 

附属書 1（参考）JIS と対応する国際規格との対比表 
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日本工業規格          JIS 
 F 2615：2006 
 

パイロットラダー 
Ships and marine technology-Pilot ladders 

 
序文 この規格は，2004 年に第 3 版として発行された ISO 799:2004, Ships and marine techonology－Pilot 

ladders を翻訳し，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて，附属書 1（参考）に示す。 

 

1. 適用範囲 この規格は，パイロットが船体の垂直部分に沿って安全に乗下船するために装備するパイ

ロットラダーに対する要求事項を規定する。この規格は，パイロットが乗下船する航海に従事する船舶に

適用する。主管庁は，この規格が 1974 年海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS）に十分適

合しているとして，この規格によるパイロットラダーを船舶に適用することを強く求められる。 

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。 

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide21 に基づき，IDT（一致している），MOD（修

正している），NEQ（同等でない）とする。 

ISO 799:2004, Ships and marine technology–Pilot ladders (MOD) 

 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって，その後の改正版・追補には適用しない。 

JIS G 4305:1999 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS K 7219:1998 プラスチック－直接屋外暴露，アンダーグラス屋外暴露及び太陽集光促進屋外暴露試

験方法 

 備考 ISO 877:1994  Plastics－Methods of exposure to direct weathering, to weathering using  

    glass-filtered daylight, and to intensified weathering by daylight using Fresnel mirrors が，この規格 

    と一致している。 

JIS L 2701:1992 麻ロープ 

ISO 209-1:1989 Wrought aluminium and aluminium alloys－Chemical composition and forms of products－

Part 1 : Chemical composition 

ISO 1181:1990 Ropes－Manila and sisal－Specification 

ISO 1461:1999 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles－Specifications and test 

methods 

 

3. 材料  


